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頁 修正後 頁 現 行 
備 

考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１章 

７節 

第３ 

５ 

412頁 

西脇市地域防災計画 

 

第５編 災害応急対策計画（大規模事故災害等対策編） 

 

第１章 基本対策 

第１節～第６節 （略） 

第７節 救助・救急・医療対策 

第１・第２ （略） 

第３ 医療・助産対策 

１～４ （略） 

５ 医薬品等の供給 

 (1) （略） 

 (2) 調達方法 

   市（くらし安心部）は、県（保健医療福祉調整本部及び地域医療

情報センター）の協力を得て救護所等で使用する医薬品を確保す

る。また、医療機関で使用する医薬品についても不足が生じる場

合、県（保健医療福祉調整本部及び地域医療情報センター）と連携

し、補給を行う。 

 (3) （略） 

６ （略） 

第４ （略） 

第８節 （略） 

第９節 避難対策 

第１・第２ （略） 

第３ 避難所の開設・運営 （略） 

１・２ （略） 

３ 避難所の運営 

 (1) （略） 

 (2) 運営管理 

  ①～⑥ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１章 

７節 

第３ 

５ 

412頁 

西脇市地域防災計画 

 

第５編 災害応急対策計画（大規模事故災害等対策編） 

 

第１章 基本対策 

第１節～第６節 （略） 

第７節 救助・救急・医療対策 

第１・第２ （略） 

第３ 医療・助産対策 

１～４ （略） 

５ 医薬品等の供給 

 (1) （略） 

 (2) 調達方法 

   市（くらし安心部）は、県健康福祉事務所等の協力を得て救護所

等で使用する医薬品を確保する。また、医療機関で使用する医薬品

についても不足が生じる場合、県健康福祉事務所等と連携し、補給

を行う。 

 

 (3) （略） 

６ （略） 

第４ （略） 

第８節 （略） 

第９節 避難対策 

第１・第２ （略） 

第３ 避難所の開設・運営 （略） 

１・２ （略） 

３ 避難所の運営 

 (1) （略） 

 (2) 運営管理 

  ①～⑥ （略） 
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頁 修正後 頁 現 行 
備 

考 

１章 

９節 

第３ 

３ 

427・ 

428頁 

 

 

 

 

１章 

９節 

第３ 

４・５ 

428頁 

  ⑦ 高齢者・障害のある方・乳幼児・妊産婦等の要援護者（要配慮

者）のニーズに配慮した施設設備の整備、福祉相談窓口の開設に

努めるとともに、男女及び性的マイノリティなどの多様な性のニ

ーズの違いや多様な生活者の視点等に十分配慮する。 

  ⑧～⑭ （略） 

  ⑮ 避難者のプライバシーの保護、老若男女のニーズの把握、福祉

的な支援などを行う。 

  ⑯・⑰ （略） 

  ⑱ 必要に応じ、避難場所における家庭動物のためのスペース及び

資材の確保に努める。 

４ 保健活動 

  市（くらし安心部、教育管理部、教育創造部）は、保健・衛生面は

もとより、避難生活の状況によっては、プライバシーに配慮（避難所

開設当初からパーティションを設置する等）するほか、文化的・福祉

的（段ボールベッド、栄養バランスの取れた適温の食事等）な観点か

ら、避難者の心身の健康の維持にきめ細かく配慮した対策を講じる。 

 (1) ～(2) （略） 

５ 避難所以外の場所に滞在する被災者についての配慮 

  市（くらし安心部）は、やむを得ず避難所に滞在することができな

い被災者数、食料等の必要な物資数等を集約し、必要に応じ物資の補

充等の支援を行うとともに、被災者支援に係る情報を避難所以外の場

所に滞在する被災者に対しても提供する。また、保健師等による巡回

健康相談の実施等保健医療サービスの提供、正確な情報の伝達等によ

り、生活環境の確保が図られるよう努める。 

６ （略） 

１章 

９節 

第３ 

３ 

427・ 

428頁 

 

 

 

 

１章 

９節 

第３ 

４・５ 

428頁 

  ⑦ 高齢者・障害のある方・乳幼児・妊産婦等の要援護者（要配慮

者）のニーズに配慮した施設設備の整備、福祉相談窓口の開設に

努める                           

                          。 

  ⑧～⑭ （略） 

  ⑮ 避難者のプライバシーの保護、老若男女のニーズの把握    

       などを行う 

  ⑯・⑰ （略） 

  （新設） 

 

４ 保健活動 

  市（くらし安心部、教育管理部、教育創造部）は、保健・衛生面は

もとより             、プライバシーの保護、文化面

など幅広い観点から、避難者の心身の健康の維持にきめ細かく配慮し

た対策を講じる。 

 

 (1) ～(2) （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

５ （略） 

 


